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定
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1

事
件
の
概
要

本
件
は
、
原
告
の
次
男
が
、
被
告
国
の
管
理
す
る
一
般

国
道
三
四
号
諫
早
北
バ
イ
パ
ス

(以
下

｢本
件
道
路
｣
と

い
う
。)
沿
い

(長
崎
県
諌
早
市
内
)
を
歩
行
中
、
折
か

ら
の
記
録
的
な
集
中
豪
雨

(本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
け

る
、
本
件
事
故
当
日
の
日
降
水
量
は
三
四
二
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
、
同
日
午
前
一
〇
時
の
時
間
降
水
量
は
一
〇
一
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
長
崎
海
洋
気
象
台
諫
早
雨
量

観
測
所
に
お
け
る
過
去
約
二
〇
年
間
の
観
測
史
上
、
日
降

水
量
に
つ
い
て
は
第
二
位
の
、
時
間
降
水
量
に
つ
い
て
は

第
一
位
の
数
値
で
あ
っ
た
。
)
に
よ
る
増
水
に
よ
り
、
集

水
ま
す

(以
下

｢本
件
集
水
ま
す
｣
と
い
う
。)
か
ら
浮

き
上
が
り
ず
れ
て
い
た
側
溝
蓋

(以
下

｢本
件
グ
レ
ー
チ

ン
グ
蓋
｣
と
い
う
。
)
を
、
足
で
押
し
た
り
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
側
溝

(以
下

｢本
件
側
溝
｣
と
い
う
。)
内
に
吸

い
込
ま
れ
溺
死
し
た
こ
と
に
つ
き
、
道
路
管
理
者
で
あ
る

被
告
は
、
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
が
内
部
の
水
圧
に
持
ち

上
げ
ら
れ
て
開
口
部
か
ら
浮
き
上
が
る
こ
と
等
を
予
測

し
、
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
を
固
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
に

関
わ
ら
ず
、こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
、

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

(請
求
額
…
四
、
0
0
0
万
円
)
。

2

原
告
の
主
張

①

本
件
側
溝
は
上
流
の
開
放
部
か
ら
樹
木
の
枝
や
廃
材

が
流
れ
込
む
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
グ
レ
ー

チ
ン
グ
蓋
が
目
詰
ま
り
を
起
こ
す
こ
と
は
予
測
で
き
た

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
が
持

ち
上
げ
ら
れ
、
外
れ
る
こ
と
は
、
一
般
常
識
と
し
て
容

易
に
予
見
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

②

本
件
集
水
ま
す
は
、
歩
道
か
ら
多
少
離
れ
て
い
る
だ

け
で
、
学
童
や
少
年
ら
が
何
ら
の
妨
げ
な
く
好
奇
心
か

ら
足
を
延
ば
し
、
近
寄
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
好

奇
心
に
誘
わ
れ
て
、
少
年
ら
が
水
が
吹
き
上
げ
る
開
口

部
に
接
近
し
、
外
れ
た
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
を
見
て
、
元

に
戻
そ
う
と
足
で
押
す
な
ど
の
行
為
に
出
る
こ
と
は
決

し
て
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
。

3

被
告
の
主
張

①

本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
は
、
総
重
量
は
約
六
二
キ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
等
、
側
溝
か
ら
大
量
に
水
が
噴
出

し
て
も
容
易
に
浮
き
上
が
る
よ
う
な
構
造
で
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
本
件
事
故
当
時
、
関
係
法
令
上
、
グ
レ
ー

チ
ン
グ
蓋
を
ボ
ル
ト
等
で
固
定
す
る
こ
と
を
指
示
す
る

規
定
は
な
か
っ
た
。

②

本
件
集
水
ま
す
は
、
歩
道
や
横
断
歩
道
上
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
通
常
人
が
立
ち
寄
ら
な
い
場
所

に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
被
害
者
は
、
記
録
的
豪

雨
の
危
険
な
状
況
下
で
、
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
を
足

で
押
す
な
ど
し
た
結
果
、
本
件
側
溝
の
開
口
部
に
足
の

ほ
う
か
ら
吸
い
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
危
険

に
つ
い
て
の
弁
識
能
力
が
十
分
に
認
め
ら
れ
る
被
害
者

が
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
す
る
こ
と
は
、
通
常
予
想
し

う
る
限
度
を
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
異
常
事
態
で
あ
り
、

予
見
可
能
性
は
な
か
っ
た
。

③

本
件
事
故
以
前
に
、
水
流
に
よ
り
格
子
状
の
グ
レ
ー

チ
ン
グ
蓋
が
外
れ
て
側
溝
内
に
人
が
転
落
す
る
と
い
う

事
故
の
報
告
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
事
故
当
日
は
、
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近
年
ま
れ
に
み
る
記
録
的
な
豪
雨
で
あ
り
、
本
件
事
故

も
の
で
は
な
い
。
行
政
法
理
と
損
害
賠
償
法
理
と

は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
そ
も

も
法
、リ
ミ

･
ヱ

＼
ら

"

4

判
決
の
概
要

①

-審
判
決

本
件
事
故
当
日
は
記
録
的
な
豪
雨
で
あ
っ
た
こ
と
を

も
考
慮
す
る
と
、
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
が
浮
き
上
が

り
本
件
集
水
ま
す
の
開
口
部
か
ら
外
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
通
常
で
は
予
測
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
得
ず
、
本
件
道
路
に
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う

瑕
疵
は
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
原
告
の
請
求
に
は

理
由
が
な
い
。

②

二
審
判
決

イ

道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
判
断

･
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
が
ボ
ル
ト
等
で
本
件
集
水

ま
す
に
固
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
本
件
事
故
は
起
き

な
か
っ
た
と
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
、
固
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ

き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
o

･
本
件
事
故
当
時
、
行
政
関
係
法
令
上
、
グ
レ
ー
チ

ン
グ
蓋
を
ボ
ル
ト
等
で
固
定
す
る
こ
と
を
指
示
す

る
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
法
令
上
違
法
で

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
損
害
賠
償
法
の

上
で
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
直
結
す
る

は
、
そ
も
そ
も
法
原
則
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る

(最
高
裁
第
一
小
法
廷
昭
和
三
七
年
一
月
八
日
判

決
.
民
集
一
六
巻
一
一
号
二
二
一
六
頁
、
同
第
二

小
法
廷
昭
和
四
六
年
四
月
二
三
日
判
決
･
民
集
二

五
巻
三
号
三
五
一
頁
参
照
)。

口

予
見
可
能
性
に
つ
い
て
の
判
断

･
記
録
的
な
豪
雨
に
限
ら
ず
、
諌
早
市
に
お
け
る
地

域
的
特
徴
と
も
い
え
る
豪
雨
が
発
生
す
れ
ば
、
本

件
集
水
ま
す
に
、
本
件
側
溝
上
流
部
か
ら
ゴ
ミ
等

が
流
入
し
、
こ
れ
ら
が
本
件
側
溝
下
流
部
の
流
水

を
妨
げ
、
排
水
能
力
の
低
下
を
招
き
、
流
水
が
本

件
集
水
ま
す
か
ら
流
れ
出
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら

に
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
の
格
子
目
に
詰
ま
っ
て

下
か
ら
水
圧
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
グ
レ

ー
チ
ン
グ
蓋
が
浮
き
上
が
っ
て
、
本
件
集
水
ま
す

が
閉
口
す
る
事
態
を
予
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

は
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

･
中
学
三
年
生
と
い
え
ば
、
好
奇
心
旺
盛
で
あ
り
、

成
人
か
ら
見
れ
ば
危
険
と
思
わ
れ
る
行
動
を
試
み

る
年
頃
で
あ
る
。
本
件
側
溝
で
の
水
遊
び
の
類
は

誘
惑
的
存
在
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
緒
に
い
た
友

人
三
名
が
同
様
の
仕
草
で
遊
ん
で
い
た
と
推
測
さ

れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
行
動
が
通
常
予
測
し
得
る
限
度
を
明
ら
か

に
逸
脱
し
た
異
常
事
態
で
あ
り
、
設
置
･
管
理
者

で
あ
る
被
控
訴
人
に
と
っ
て
予
測
を
超
え
た
行
動

で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い

(最
高
裁
第
一

小
法
廷
昭
和
五
六
年
七
月
一
六
日
判
決
･
判
例
タ

イ
ム
ス
四
五
二
号
九
三
頁
、
同
第
三
小
法
廷
平
成

五
年
三
月
三
〇
日
判
決
･
民
集
四
七
巻
四
号
三
二

二
六
頁
参
照
)。

ハ

被
害
者
の
過
失
に
つ
い
て
の
判
断

本
件
事
故
は
、
記
録
的
な
豪
雨
の
際
に
起
き
た
も

の
で
あ
り
、
い
か
に
好
奇
心
旺
盛
と
は
い
え
、
被
害

者
は
、
本
件
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
を
足
で
押
し
た
り
す

れ
ば
、
突
発
的
に
本
件
集
水
ま
す
の
開
口
部
に
吸
い

込
ま
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
も
で

き
た
し
、
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
危
険
性
を
十
分
認
識
し
な
い
ま
ま
、
被
害

者
は
行
動
に
出
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

被
害
者
に
も
大
き
な
過
失
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ず
、
過
失
相
殺
の
法
理
に
従
っ
て
裁
量
減
額
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
(過
失
相
殺
七
割
五
分
)
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